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４月 ５月 ６月

日 曜日 地区 イベント 日 曜日 地区 イベント 日 曜日 地区 イベント

1 月 健康相談（要予約） 1 水 1 土

2 火 2 木 2 日 神 乳がん検診（要予約）

3 水 3 金 憲法記念日 3 月 神 乳がん検診（要予約）

4 木 4 土 みどりの日 4 火 神 乳がん検診（要予約）

5 金 5 日 こどもの日 5 水 神 乳がん検診（要予約）

6 土 6 月 振替休日 6 木 神 乳がん検診（要予約）

7 日 7 火 7 金

8 月 健康相談（要予約） 8 水 8 土

9 火 9 木 9 日

10 水 10 金 10 月 健康相談（要予約）

11 木 11 土 11 火

12 金 12 日 12 水

13 土 13 月 健康相談（要予約） 13 木

14 日 14 火 14 金

15 月 健康相談（要予約） 15 水 15 土

16 火 16 木 16 日 脊 乳がん検診（要予約）

17 水 17 金 17 月 健康相談（要予約）

18 木 千 乳がん検診（要予約） 18 土 18 火

19 金 千 乳がん検診  (要予約） 19 日 19 水

20 土 千 乳がん・骨粗しょう症検診（要予約）20 月 健康相談（要予約） 20 木

21 日 21 火 21 金

22 月 千 乳がん検診（要予約） 22 水 22 土

23 火 23 木 23 日

24 水 24 金 24 月 健康相談（要予約）

25 木 神 乳がん検診（要予約） 25 土 25 火

26 金 神 乳がん・骨粗しょう症検診（要予約/午前・夜間）26 日 26 水

27 土 27 月 健康相談（要予約） 27 木

28 日 28 火 28 金

29 月 昭和の日 29 水 29 土

30 火 30 木 30 日

31 金

★健康相談（要予約）
　受付時間：9時～ 11時
　場　　所：応相談
※場所の相談や資料の準備等がありますの

で、事前にお電話にてご連絡ください。
◆電話相談は随時受け付けています。

★乳がん・骨粗しょう症検診（電話予約が必要です！）
【検査内容】
　乳がん検診：視触診・マンモグラフィ
　骨粗しょう症検診：腕の骨量測定
◆詳細については、13ページのお知らせ、および全

戸配布の「乳がん検診・骨粗しょう症検診を希望
される方へ」（ピンク色）をご参照ください。

平成25年度　健康カレンダー（４～９月・成人）保存版
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７月 ８月 ９月

日 曜日 地区 イベント 日 曜日 地区 イベント 日 曜日 地区 イベント

1 月 健康相談（要予約） 1 木 1 日 千 住民総合健診（歯科健診有)

2 火 2 金 2 月 千 住民総合健診

3 水 3 土 3 火 千 住民総合健診

4 木 4 日 4 水 千 住民総合健診

5 金 5 月 健康相談（要予約） 5 木 千 住民総合健診

6 土 6 火 6 金 千 住民総合健診

7 日 7 水 7 土

8 月 健康相談（要予約） 8 木 8 日

9 火 9 金 9 月 健康相談（要予約）

10 水 10 土 10 火

11 木 11 日 11 水

12 金 12 月 健康相談（要予約） 12 木

13 土 13 火 13 金

14 日 14 水 14 土

15 月 海の日 15 木 15 日

16 火 16 金 16 月 敬老の日

17 水 17 土 17 火

18 木 18 日 18 水

19 金 19 月 19 木

20 土 20 火 神 住民総合健診 20 金

21 日 21 水 神 住民総合健診 21 土

22 月 健康相談（要予約） 22 木 神 住民総合健診 22 日

23 火 23 金 神 住民総合健診・夜間健診 23 月 秋分の日

24 水 24 土 24 火

25 木 25 日 神 住民総合健診（歯科健診有） 25 水

26 金 26 月 神 住民総合健診 26 木

27 土 27 火 神 住民総合健診 27 金

28 日 28 水 神 住民総合健診 28 土

29 月 健康相談（要予約） 29 木 神 住民総合健診 29 日

30 火 30 金 脊 住民総合健診 30 月 健康相談（要予約）

31 水 31 土 脊 住民総合健診（歯科健診有）

★住民総合健診
　【健診項目】各種がん検診（肺がん・胃がん・大腸がん・子宮頸がん・前立腺がん）、肝炎ウイルス検査、
　　　　　 若年健診、歯とお口の健診（土・日のみ）、神埼市国保特定健診、後期高齢者健診

◆詳細については、全戸配布の「各種検診申込書（世帯別基礎調査票）」同封チラシをご参照ください。
※各種検診申込書にて、お申し込みをいただいた方には、７月下旬頃に健診の案内通知および受診票等
を送付します。

21ページに続きます。

◎問い合わせ先　　神埼市役所　保健環境課（神埼町保健センター）　☎51－1234
★目立つところに貼ってご活用ください。



20市報かんざき 2013. ４月号

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
額
が
変
動
し
ま
す

特
例
水
準
解
消
に
よ
り

　

11
月
16
日
に
、「
国
民
年
金
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
成
立

し
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
伴
い
、
特
例
水
準
が
段

階
的
に
解
消
さ
れ
、
各
種
手
当
の

支
給
額
が
物
価
指
数
に
応
じ
て
変

動
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

手
当
支
給
額
は
、
物
価
の
変
動

が
な
い
場
合
、
下
の
表
に
示
す
額

に
な
り
ま
す
。

特
例
水
準
と
は

　

年
金
等
の
支
給
額
を
一
定
に
保

ち
、
物
価
指
数
の
変
動
の
影
響
を

減
ら
す
た
め
の
水
準
で
す
。

　

本
来
の
金
額
に
上
乗
せ
し
て
支

給
す
る
た
め
、
物
価
指
数
に
よ
っ

て
は
過
払
い
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。

　

現
在
、
各
種
手
当
に
は
、
１
・

７
％
の
上
乗
せ
が
設
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

神
埼
市
役
所　

高
齢
障
が
い
課

　

☎
３
７

－

０
１
１
１

特別児童扶養手当等の額の変動（物価スライドが±0.0%の場合の手当月額）

特例水準の解消時期 24年度 25年10月～ 26年４月～ 27年４月～

特例水準（1.7%)の解消率 － ▲0.7% ▲0.7% ▲0.3%

特別児童扶養手当１級 50,400円 50,050円 49,700円 49,550円

特別児童扶養手当２級 33,570円 33,330円 33,100円 33,000円

特別障害者手当 26,260円 26,080円 25,890円 25,820円

障害児福祉手当 14,280円 14,180円 14,080円 14,040円

経過的福祉手当 14,280円 14,180円 14,080円 14,040円

４月１日
から

未熟児養育医療と障害者自立支援医療（育成医療）の

手続き窓口が県から市町に変わります
　これまで、佐賀中部保健福祉事務所に申請されていた未熟児養育医療と、未熟児の家庭訪
問指導、低体重児の出生に関する届出の受理、および障害者自立支援医療（育成医療）給付を、
平成25年４月１日から各市町で行うことになりました。（３月31日までの出生・手術につい
ては、県が申請窓口となります）詳しくは表中の問い合わせ先までお問い合わせください。

給付事業名 対象者および内容 問い合わせ先

未熟児養育医療の給付
出生時体重2000ｇ以下、または身体の発育が未熟な状況で生まれ
養育医療を受けるため病院や診療所に入院する必要のある未熟
児（1歳未満）に対し、その養育に必要な医療の給付を行う。 神埼市役所

保健環境課
（神埼町保健センター）
☎51－1234

未熟児の訪問指導 医療機関から市へ未熟児出生連絡票の送付を受け未熟児の訪問
などの支援を行う。

低体重児の届出 保護者から市へ2500ｇ未満で生まれた児（低体重児）の出生に関
する届出。

障害者自立支援医療
（育成医療）の給付

身体に障害を有する、または現在の病気を放置すると障害が残
る可能性がある１８歳未満の児童に対し、手術等の医療によっ
て障害の改善が見込まれる場合に、医療費の助成を行う。

神埼市役所
高齢障がい課
☎37－0111

有
料
広
告

有
料
広
告
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障害者総合支援法が施行されます
　「障害者自立支援法」が改正され、平成25年４月１日から「障害者総合支援法」が施行されます。障害者総
合支援法では、新たに障害者の範囲に難病等の方々が加わります。対象となる方々は、身体障害者手帳の有
無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。

難病等の方々が新たに受けられる障害福祉サービス
種　類 名　称 内　容

訪
問
系
サ

ー

ビ
ス

介

護
　
給
　
付

居宅介護（ホームヘルプ） 自宅で入浴、排泄、食事の介護等を行います。

重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、
食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するた
めに必要な支援、外出支援を行います。

同行援護
視覚障害により移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提
供（代筆・代読を含む）、移動の援護等の外出支援を行います。

短期入所（ショートステイ）
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、
排泄、食事の介護等を行います。

重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に
行います。

日
中
活
動
系
サ

ー

ビ
ス

介
護
給
付

療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、
看護、介護および日常生活の世話を行います。

生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間入浴、排泄、食事の介護等を行うとと
もに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

訓
練
等
給
付

自立訓練（機能訓練）
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の
向上のために必要な訓練を行います。

自立訓練（生活訓練）
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の
向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に一定期間、就労に必要な知識および
能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援（A型、B型）
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識お
よび能力の向上のために必要な訓練を行います。

居
住
系
サ

ー

ビ
ス

介
護
給
付

共同生活介護（ケアホーム）
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事の介護等を行い
ます。

施設入所支援 施設に入所する人に夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

訓
練
等
給
付

共同生活援助
（グループホーム）

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事の介護等を行い
ます。

※補装具（失われた身体機能を補完または代替する用具）にかかる費用についても支給対象となります。
　例：車椅子（電動車椅子含む）、意思伝達装置、歩行器、整形靴など
　申請手続きなどの詳細については、下記までお問い合わせください。

◎問い合わせ先　神埼市役所　高齢障がい課　☎37－0111
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⑦

神
宿
る
信
仰
の
山

「
八
天
山
の
巻
」

　

八
天
山
（
土
器
山
）
は
、
標
高
約

４
３
０
メ
ー
ト
ル
。
山
そ
の
も
の
が

ご
神
体
で
、
八
天
狗
信
仰
の
山
と
し

て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

僧
行
基
に
よ
り
開
山

　

八
天
神
社
の
由
緒
に
よ
れ
ば
、
養

老
五
年
（
七
二
一
年
）、
僧
行
基
に

よ
る
開
山
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

行
基
に
よ
り
丹
波
の
国
愛
宕
山
の
御

祭
神
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ
の
兄
弟
神

で
あ
る
八
神
体
が
天
狗
の
姿
に
形
を

変
え
て
住
ま
わ
れ
た
の
で
八
天
狗
山

と
な
り
、
そ
れ
が
縮
ま
り
八
天
山
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
上
宮
の
御
神
体

岩
（
磐
座
）
周
辺
か
ら
素
焼
き
の
土

器
が
数
多
く
見
ら
れ
る
た
め
に
「
土

器
山
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

仁
比
山
公
園
駐
車
場
か
ら
西
側
の

道
路
沿
い
に
２
０
０
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

下
る
と
右
手
に
八
天
神
社
下
宮
が
あ

り
ま
す
。
八
天
神
社
は
火
の
神
・
迦

具
土
（
か
ぐ
つ
ち
）
を
祭
神
と
し
摩

利
支
天
を
本
地
仏
（
ほ
ん
じ
ぶ
つ
）

と
し
て
い
ま
す
。

▲山伏が「覗き行」をした親不孝岩

▲八天神社の上宮にあたる御神体岩

▲脊振山を望む山頂

▲八天神社下宮にある
　「初丁石」

　

拝
殿
の
右
手
か
ら
登
山
道
が
あ

り
、
鳥
居
脇
に
初
丁
石
が
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
丁
石
は
、
１
丁
（
約
１
０

９
メ
ー
ト
ル
）
ご
と
に
距
離
を
示
す

標
石
で
、
現
在
４
ヵ
所
が
残
っ
て
い

ま
す
。
登
山
道
は
標
高
の
割
に
は
険

し
く
、
山
中
に
は
花
崗
岩
の
巨
石
が

多
数
見
ら
れ
ま
す
。

提
寺
周
辺
一
帯
に
は
中
世
戦
国
期
の

菩
提
寺
山
城
が
築
か
れ
、
平
場
や
土

塁
の
痕
跡
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

山
伏
が
「
覗
き
行
」

き
ま
す
。
別
名
、
天
狗
岩
と
も
呼
ば

れ
、
山
伏
た
ち
の
「
覗
き
行
」
が
行

わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

命
綱
を
肩
に
か
け
て
両
足
を
縛
ら

れ
、
合
掌
姿
で
身
を
乗
り
出
し
、
罪

を
懺
悔
（
ざ
ん
げ
）
し
改
心
を
誓
わ

せ
る
も
の
で
、「
親
不
孝
は
し
な
い

か
」
と
問
わ
れ
な
が
ら
、
返
答
次
第

で
は
一
瞬
命
綱
が
手
離
さ
れ
る
と
い

う
行
で
す
。

御
神
体
岩
が
上
宮

　

尾
根
伝
い
の
登
山
道
を
さ
ら
に
登

る
と
石
造
り
の
階
段
が
現
れ
ま
す
。

上
下
２
段
の
平
場
が
あ
り
、
折
り
重

な
っ
た
巨
岩
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。

八
天
山
は
山
そ
の
も
の
が
御
神
体
と

さ
れ
、
山
頂
部
に
位
置
す
る
巨
岩
に

神
が
降
り
立
つ
「
磐
座
」
が
上
宮
の

御
神
体
岩
で
す
。
現
在
、
巨
岩
の
前

に
は
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
年
）

に
建
立
さ
れ
た
「
八
天
神
社
上
宮
」

の
石
祠
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

磐
座
は
左
右
の
巨
岩
と
中
央
上
部

に
挟
ま
る
よ
う
な
岩
が
重
な
り
、
そ

の
間
に
隙
間
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
隙

間
に
お
び
た
だ
し
い
素
焼
き
の
小
皿

が
堆
積
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
祈
願

成
就
の
た
め
人
々
に
よ
っ
て
納
め
ら

れ
た
土
器
で
、
巨
岩
の
横
腹
に
土
器

を
付
け
て
す
ぐ
に
落
ち
な
け
れ
ば
願

い
が
叶
う
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
た
め
「
土
器
山
」
と
も
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

雄
大
な
頂
上
の
眺
め

　

上
宮
か
ら
約
１
０
０
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
行
く
と
山
頂
で
す
。北
は
脊
振
山
、

東
は
鳥
栖
、
久
留
米
方
面
、
南
は
佐

賀
平
野
と
有
明
海
、
さ
ら
に
は
雲
仙

岳
、
西
は
多
良
岳
な
ど
雄
大
な
眺
望

が
楽
し
め
ま
す
。

　

八
天
山
は
、
別
名
「
雲
取
り
」
と

も
言
わ
れ
、
頂
上
の
巨
岩
は
「
雲
取

り
岩
」。
頂
上
と
岩
に
雲
が
か
か
る

と
水
（
雨
）
が
得
ら
れ
る
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
頂
上
か
ら
西
へ
は
腰

巻
山
、
金
立
山
を
経
て
大
和
町
へ
と

続
く
縦
走
路
も
あ
り
ま
す
。

　

登
山
道
は
急
峻
で
、
水
に
え
ぐ
ら

れ
て
足
場
が
悪
く
、
滑
り
や
す
い
場
所

も
多
く
あ
り
ま
す
。
登
山
に
あ
た
っ

て
は
十
分
気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

神
埼
市
役
所　

政
策
推
進
室

　

☎
３
７

－

０
１
２
１

仁比山
小学校

日の隈山

長崎自
動車道

城山

八天山

31

21

269

　

標
高
３
０
５
メ
ー
ト
ル
の
中
腹
に

中
宮
「
菩
提
寺
」
が
あ
り
ま
す
。
花

崗
岩
の
巨
岩
に
彫
ら
れ
た
磨
崖
仏
を

本
地
仏
と
し
、
前
面
に
拝
殿
が
あ
り

ま
す
が
、
傷
み
が
激
し
く
内
部
の
見

学
は
危
険
な
状
態
で
す
。
ま
た
、
菩

　

菩
提
寺
を
過

ぎ
る
と
、
登
山

道
の
左
手
に
十

数
メ
ー
ト
ル
の

高
さ
に
そ
び
え

立
つ
「
親
不
孝

岩
」
が
あ
り
、

岩
上
か
ら
佐
賀

平
野
が
一
望
で
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ふるさとへの想いを形にしませんか

自然環境の保全

福 祉 の 充 実

歴史文化の保全・
　　観光物産の振興

未来を担う人材育成

自然豊かなかんざきの
森林の整備、田園風景
の保全をはかります。

子育て支援や高齢者、
障がい者にも優しいま
ちづくりを目指してい
ます。

神埼の荘、吉野ヶ里遺跡
など華々しい歴史文化の
保全と観光振興をはかり
ます。

子どもたちがたくまし
く、創造性豊かに成長
するよう教育環境を整
備します。

★チャレンジデーとは？

　チャレンジデーとは、毎年５

月の最終水曜日に人口規模がほ

ぼ等しい自治体間で、午前０時

から午後９時までの間に15分

間以上継続して運動やスポー

ツ等で体を動かした率「参加率

（％）」を競い合い、神埼市が勝っ

た場合は、神埼市の市旗が北秋

田市庁舎の掲揚台に１週間掲揚

されるというユニークなルール

によって行われる『まちの威信

と名誉』をかけた、住民参加型

のスポーツイベントです。

　チャレンジデーは、５月29日（水）の午前０時から午後９時までの間であれば

いつでも！神埼市内であればどこでも！年齢や性別を問わず誰でも！参加できま

す。

　当日開催されるイベントに参加するのもＯ

Ｋ！家族、職場、地域ぐるみで運動を行うの

もＯＫ！個人で運動をしてもＯＫです。その

日に神埼市内にいる人であれば、だれでも参

加できます。

　ちょっとした工夫で平日でも運動を行う

ことができることを実感し、今後、運動を

習慣づけるきっかけづくりにもなります。

皆さん一人ひとりが主役です！心と体の健康づくりのため、そして、皆さんの手

で神埼市を勝利に導いてください。

◎問い合わせ先　神埼市チャレンジデー実行委員会（神埼市教育委員会　社会教育課）　☎44－2731

★いつでも、どこでも、誰でも楽しく参加できます！

楽しく体を動かそう！

神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー
201
3 年の

チャレンジデーは
５月29日
（水）

神埼市では、「ふるさと納税」寄附金を活用するにあたり５つのメニューを用意しています。
ふるさと神埼市の発展を寄附という形で応援してみませんか。

市長おまかせ ありがとうございました!!
市長の意向により、上の４つのメニューの
いずれかに活用させていただきます。
☆メニュー以外の使途を希望される場合は
ご相談ください。

　これまでに市内外の個人・法人の方々から、「ふるさと
納税」をいただきました。
　心より感謝申し上げ、納税された方の志に沿った使途
で市のまちづくりに活用させていただきます。

寄附者総数　54 人
寄附金総額　１億1,367万２千円

（平成25年3月1日現在）

神埼市
VS

北秋田市
（秋田県）

◎問い合わせ先
　神埼市役所　政策推進室　☎37－0121

これまでの
「ふるさと納税」


